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6.1.2 営農面との調和 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

生物の生息・生育環境の保全において、水田や用排水路の水位の調整や中干し等の落水時期の調整

などの水管理、減農薬・減化学肥料等の環境保全型農業の推進については、環境との調和に配慮した

土地改良施設の整備や維持管理と併せて実施することで効果が一層高まるものと考えられる。 

一方で、このような取組は、営農方法に変化をもたらすことから、地域の農家の環境に関する意識

の醸成を図ることが重要である。 

なお、このような取組に対して地域の農家の理解・協力を得るためには、“生物と共生し生産され

た安全・安心な農産物”として、地域の農産物の高付加価値化を図るなど、環境保全の取組が農家に

とってもメリットとなる仕組みを構築することが重要である。 

 

【参考事例】 

［環境に配慮した営農の取組例 ～魚のゆりかご水田米～］ 

   （滋賀県） 

 

滋賀県では、環境に配慮した農業農村整備事業による水田魚道等の整備とともに、より安全で安心な農産物を

消費者に供給し、農業の健全な発展と琵琶湖等の環境保全に資することを目的とした「環境こだわり農業推進条

例」が制定されており、これらのソフト・ハードの相乗的な効果によって、高付加価値を有する「魚のゆりかご

水田米」の生産に結びついている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に配慮した農業農村整備事業 

 

〔営 農〕 

・減農薬・減化学肥料 

・堆肥等の有機質資材の 

適正使用 

・浅水や自然減水による代かき・田植え 

・施肥基準遵守 

 

〔維持管理〕 

・農業排水の適正管理 

・畦畔管理（畦塗り、止水板） 

農産物の高付加価値化（魚のゆりかご水田米） 

 

営農関連施策 

 条例の制定 施設整備 

〔環境に配慮した整備〕 

・水田魚道を設置し、魚類

が遡上できるように配慮 

魚が上れる 

 

水質浄化 

 

事
業
完
了 

→ 

営
農
・
維
持
管
理 

水田・用排水路の水位の調整や、中干し等の落水時期の調整、環境保全型農業の推進は、環境

に配慮した農地・農業水利施設等の整備や維持管理と併せて、生物の生息・生育環境を保全する

上で効果的な取組である。 

一方で、このような取組は、営農に変化をもたらすことから、環境に関する農家等の意識の醸 

成を図ることが重要である。 
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【参考事例】 

［環境に配慮した営農の取組例～冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）～］ 

（伊豆沼地区（宮城県登米市他）） 

 

宮城県伊豆沼地区は、“新しい農法”として注目されつつある冬期湛水水田に取り組んでおり、マガンなどの

国内有数の渡り鳥の越冬地として知られている。 

また、冬期湛水に関連した水管理や畦畔などの管理のほか、魚道の設置やこれらの維持管理が一体となった

営農が行われている。 

さらに、宮城県､市町村､農家､水土里ネット､地域住民等からなる『ナマズの学校』を結成し、①小規模水

田魚道の設置・遡上実験、②“ふゆみずたんぼ”の取組、③田んぼの学校を通じた農業体験学習と環境教育

の活動、④休耕田を利用したビオトープの創出、⑤オオクチバスの駆除、⑥農産物の直売に取り組んでいる。 

＜冬期湛水水田の効果＞ 

1) 湛水による雑草の抑制 

2) 鳥のふん、イトミミズ等の働きによる施肥量の減少 

3) 土壌微生物の活躍による土壌の改質 

4) 農薬投入量の減少 

5) 代かき、除草等の作業時間の節約 

6) 採餌場、ねぐらの確保による渡り鳥の飛来 

7) 生きもののすむ豊かな湿地の創出 

8) 地下水のかん養 

9) 地域社会の一体化（むら社会の維持） 

10) 安全性、環境評価による米のブランド化 

 

 

【冬期湛水】 

 冬期湛水水田は、作付けの無い冬期に意図的に水田に水を張ることで環境を保全し、生きものの豊かな環境の

創造や地域振興につながるなどの効果がある。 

 近年では、全国で取組が見られ、環境と共生した安全・安心なブランド米として付加価値を付けた米の販売も

行われている。 

 

 

＜生きものブランド米＞ 

 伊豆沼地区では、農薬・化学肥料を使わず、生きものたちと共に育った“お米”として『伊豆沼オリザ米』

をブランド化し販売している。 

冬期湛水水田と渡り鳥 

注）冬期湛水不耕起水田では、湛水終了後にヒエ、コナギ、クログワイなどの水田雑草が繁茂し収

量減になるケースや湿田化により作業効率の低下をきたす場合もあるので、注意が必要である。 

 また、非かんがい期の用水確保については、関係者や関係機関との調整が必要となる。 
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【参考事例】 

［環境に配慮した営農の取組例～潟と砂丘の地域循環をつくりだす水辺再生（外来種対策）～］ 

（河北潟（石川県金沢市、かほく市、内灘町、津幡町）） 

 

石川県の能登半島の付け根にある河北潟では、在来種のアサザ、ヒシ、クロモといった在来種が減少し、チ

クゴスズメノヒエやホテイアオイといった外来種が繁茂して、水路を覆いつくし、農業用水路の管理にも影響

が出るようになっていた。 

 

そこで、ホテイアオイについては、夏場に大量に増殖し、冬場に個体数が減少する生態的特徴を踏まえ、冬

季に越冬個体を早期発見し、大量に繁茂する前に効率的に除去するという対策を実施した。その結果、ホテイ

アオイの大発生は見られなくなった。 

冬季も枯れないチクゴスズメノヒエについては、農家や地域住民をはじめとする多様な主体が参加した「河

北潟外来植物対応方策検討会」により水路から除去する活動を続けており、未だ根絶には至らないものの、チ

クゴスズメノヒエ群落の一部が、徐々にマコモ等在来種の群落に置き換わっているのが確認されている。 

 

また、除去した大量のチクゴスズメノヒエを堆肥化し、この外来種堆肥を用いてダイコン、タマネギ等の栽

培試験を行い、富栄養化の一因となる化学肥料の代わりに使用することで、潟湖と農地のある砂丘との間の栄

養塩類の循環を再構築し、自然と共存できる持続可能な農業の取組を実施している。 

 

さらに、外来種堆肥で生産した農産物を「河北潟自然再生まつり」で展示・販売するとともに、調理して来

場者にふるまうなどし、市民へ活動をアピールしている。 

 

 

 

潟と砂丘についての循環の概念図 外来種堆肥で栽培したタマネギ 
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6.2 モニタリング、順応的管理 

6.2.1 モニタリング 

 

 

 

 

【解 説】 

1. モニタリングの進め方 

環境配慮対策の効果を確認するためには、工事前の調査結果を基に、保全対象生物の生活史を十分

考慮して、モニタリングに関する範囲、方法、期間を適切に定め、対策前後でのネットワークの状態

を比較できるようにすることが必要である。 

このため、モニタリングの内容を、あらかじめモニタリング計画として整理した上で、施工中や施

工後において、ネットワークの状況を継続的にモニタリングしていくことが重要である。 

また、施工後の一定期間のモニタリングを経た上で、結果を整理し、あらかじめ想定したネットワ

ークが十分に機能しているかどうかを評価するとともに評価結果を踏まえて、必要に応じて施設の改

善を行うなど順応的管理を実施することが重要である。 

さらに、地域が一体となったモニタリングを継続的に実施することにより、地域環境や環境配慮の

効果に関する情報共有が図られ、地域住民の環境に対する意識の向上にもつながる。 

このため、モニタリングの方法については、地域住民等が継続的に取り組むことができる内容とす

ることが望ましい。例えば、調査の概要、調査の方法、調査箇所別の採集ポイントを記した「簡易モ

ニタリングマニュアル」として整理しておくことが有効である。 

監視すべき生物として選定した外来種については、モニタリングの際に侵入、繁殖状況を監視し、

必要に応じて駆除等の対策を実施する。対策の実施に際しては、多大な労力を必要とする場合もある

ため、地域住民を含めた多様な主体の協力を得て実施することも検討する必要がある。 

［モニタリングの進め方］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境配慮対策の効果を確認するため、施工中や施工後において継続的にモニタリングを実施し、

環境配慮対策の評価を行うことが重要である。 

 

環境配慮 

対策の段階 

・調査結果を踏まえ、モニタリング計画を作成 

・モニタリング計画に従い、継続的に必要な調査を実施 

 

・対策の前後でネットワークの状態を比較し、対策の評価を行うこと

を念頭に置きつつ調査を実施 

環境配慮対策の実施前の調査 

計画、設計 

・モニタリングにより、環境配慮対策が不十分でないか確認 

・対策が不十分であれば、必要な対策を実施 

環境配慮対策の実施中の調査 

・モニタリング結果から、計画、設計段階で検討した対策により、ネ
ットワークの保全・形成が想定どおりなされているのかについての
評価の実施と継続的な取りまとめ 

・評価を踏まえて必要に応じ施設の改善を行うなど順応的管理を実施 

環境配慮対策の実施後の調査 

調 

査 

計
画 

設
計 

施
工
時 

施
工
後
（
維
持
管
理
） 
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【参考事例】 

［簡易モニタリングマニュアルの例］ 

（嘉例川地区(三重県桑名市)） 

 

嘉例川地区では、事業実施段階において専門家の協力を得ながら、保全対象生物の生活史を考慮した簡易モ

ニタリングマニュアルを作成し、維持管理団体への引継を行っている。 

 

（嘉例川地区簡易モニタリングマニュアル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［モニタリング実施状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

魚類調査（タモ網） 粗石付斜路型魚道の魚類遡上調査 昆虫類調査（コドラート法） 
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2. モニタリング計画 

環境配慮施設設置前の調査結果を基にモニタリングの範囲、方法、期間をモニタリング計画として

整理し、設置前後の状態を比較できるようにする。 

モニタリング計画の検討に当たっては、調査段階で把握したネットワークの状態を基礎とし、有識

者の指導・助言を得ながら、対象となる保全対象生物について、生物種ごとに、その生活史を踏まえ

て調査手法、調査地点及び調査頻度等を設定する。 

例えば、四季を通じて複数の生息場所を移動しながら生活する生物種については、それぞれの生息

場所への移動時期に合わせてモニタリングを行う。また、ネットワークにおいて重要な場所（産卵場

等）がある場合は、生物の移動状況や利用状況について重点的にモニタリングを行う。モニタリング

は、生態系が安定すると考えられるまでの期間について実施することが望ましい。 

モニタリング計画については、モニタリング結果の評価、さらには、施設の改善等の順応的管理の

基礎となるものであることを前提として作成するとともに、地域住民等のモニタリングの参加者が取

り組む上で、考え方などが容易に理解できるよう配慮する必要がある。 

 

【参考資料】 

[メダカの生活史を考慮したモニタリング時期］ 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［モニタリングの例］ 

NO 生物分類 保全対象種 調査目的 調査時期 モニタリングの内容 

1 植物 エビネ 
移植後の定着状

況の把握 

4月～5月 

（開花期） 

・調査区域を任意調査し、植物相を把握する。 

・移植エビネの個体数について計測し、移植後の残存  
個体数変化を把握する。 

2 両生・爬虫類 ヤマアカガエル 産卵状況の把握 
2月～4月 
（繁殖期） 

・調査区域を任意調査し、目撃法、フィールドサイン 

法により両生爬虫類相を把握する。 
・ヤマアカガエルの産卵状況を把握するため、卵塊数 

から個体数を把握する。 

3 魚類 ナマズ 
魚類の遡上状況

の把握 

5月～6月 

（繁殖期） 

・魚道等では魚類の遡上状況を確認するため、出口に 

トラップを設置し移動個体を把握する。 

・ナマズの産卵状況を把握するため、農業用排水路と 

水田魚道、水田内に移動した魚類を把握する。 

4 昆虫類 ヒメタイコウチ 
生息個体数の把

握 

6月～7月 

（幼生期） 

・保全池においてヒメタイコウウチの生育状況を把握

するため、幼虫や成体の捕獲調査を行う。 

・水面にコドラードを設置し、定量調査から個体数を
把握する。 

メダカは5月頃に河川、農業用水

路を経由して水田に遡上する。5

～10月に産卵、孵化し、11～4月

には水路、河川で過ごす。これら

の生活史を水田魚道で把握する

場合は、5～10月の期間内でかん

がい期、落水期等の魚道内を水が

流下する時期にモニタリングを

実施する。 

（出典：「メダカのくらし」草野慎二、「川の生物図典」(財)ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ整備ｾﾝﾀｰ を基に作成） 
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［モニタリング計画のイメージ（水域と樹林地のネットワーク）］ 

 

項 目 内   容 備考（考え方など） 

環境配慮対策の概要 樹林と水域との連続性に配慮した緩

傾斜護岸により、アカガエル類の移

動経路を確保 

水路整備により、アカガエルの移動経路（樹林地と水域

の持続性）が消失しないよう緩傾斜護岸を整備 

モニタリングの内容 緩傾斜護岸の整備により、アカガエ

ル類が水域と樹林地間の移動が可能

となっているか確認 

   

調査地点 アカガエル類の産卵場所となる緩傾

斜護岸に隣接する水域（水田） 

水域にアカガエル類の卵塊を確認することにより、移動

経路が確保されていることを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査方法 ・目視によるアカガエル類の卵塊

数の確認 

・水域の水量（範囲）の確認 

・アカガエル類の成体数の把握には労力がかかるため、

卵塊数の経年変化によりネットワークの回復状況を

定量的に把握 

（雌の成体が１卵塊を産卵するため、成体数を定量的に

把握しやすい） 

・卵塊数が変化する要因として考えられる水域 

の水量（範囲）についても把握 

調査時期 ２月～５月（卵塊が確認できる時

期） 

田植え前 

調査期間 工事前３年間 

工事後３年間 

期間はモニタリングの結果に応じて変更 

実施体制 事業所職員２名、土地改良区職員

１名、専門家 

学識経験者からの助言 

【地点図】 

モニタリング地点 
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3. モニタリング結果の評価 

モニタリング結果については、環境配慮対策の効果が確認できるよう実施前後で比較可能な形によ

り取りまとめ、モニタリング計画時に設定した生態系保全の目標水準に対して評価する。 

評価に当たっては､ネットワークの状態のほか､これらに関わる水質・水量等の環境要素についても

考慮し、有識者等の意見を聞いて総合的に判断する必要がある。また、目標に対する効果が不十分な

場合には、モニタリング手法や頻度、あるいは調査地点（系外も含む）を変更し、詳細な解析が可能

となるよう配慮する必要がある。 

 

[モニタリング結果の取りまとめイメージ（水田～水路のネットワーク）] 

項 目 内     容 

モニタリング結

果 

※環境配慮対策は平成１４年に実施 

[調査地点No.1]

遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下

H14 H15 H16 H17

観

測

数

 

[調査地点No.2]

遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下 遡上 降下

H14 H15 H16 H17

観

測

数

 

 

 

 

 

 

環境配慮対策の

評価 

 

・ No.1の結果より、A種は、遡上数より降下数が多く、支線水路より末端で繁殖を行っている。また、その数

は増加の傾向にあり、ネットワークが形成されている。 

・ このことより、環境配慮施設は移動障害の解消に有効に機能しており、落差や水深の設定など設計の考え方

も妥当であったと考えられる。 

・ 一方、No.2においては、結果にばらつきがある。平成16年度は水田からの排水量が多く、一定の遡上・降下

の効果が確認されていることから、水田からの水量不足により、魚が自由に移動出来ない場合が多かったこ

とが原因と考えられる。 

今後の予定 水田からの排水量を確保するための方策について、今後検討する予定。 

水路 

[調査地点No.2] 

水田と支線水路の

接続部 

[調査地点No.1] 

幹線水路と支線

水路との接続部 

水田 水田 

支線水路 

幹線水路 
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6.2.2 順応的管理 

 

 

【解 説】 

1. 順応的管理の考え方 

順応的管理（【英】Adaptive Management）とは、不確実性を伴う対象を取り扱うための考え方・シ

ステムで、特に野生生物や生態系の保護管理に用いられる。 

生態系は複雑で絶えず変化し続けているため、実施した環境配慮対策に対して必ずしも十分な効果

が得られない場合がある。 

したがって、想定していなかった事態が生じる可能性があることをあらかじめ考慮しておく必要が

あるとともに、モニタリングにより得られた情報を分析し、必要に応じて施設の改善や維持管理方法

等の柔軟な見直しが必要となる。 

 

[モニタリング結果の評価及び順応的管理の流れ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［順応的管理のイメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態系は複雑で絶えず変化しているため、必要に応じて施設の改善や維持管理方法等の柔軟な見直

しが必要となる。 

このため、モニタリング計画に基づき継続的に調査を実施し、環境配慮対策の効果の確認ができるよう

結果を取りまとめる。目標に対して効果が不十分な場合は、計画、設計の見直しなど事業に反映し、必要

に応じて施設の改善や維持管理方法等の変更を行うなど順応的管理を行うことが重要である。 

事業実施中の順応的管理 事業完了後の順応的管理

事業実施中 事業完了後

管理者へ
の引き継ぎ

調

査

・
計

画

施

工

設

計

モニタリング結果
の評価

生物と施設の
モニタリング

改善策の検討

改善策の実施

生態系配慮施設が
十分に機能

生態系配慮施設が十分
に機能していない

・維持管理ﾏﾆｭｱﾙ
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾏﾆｭｱﾙ

順応的管理の取組を踏まえ、地
域住民の意見も反映し作成

モニタリング結果
の評価

生物と施設の
モニタリング

管理手法の
見直し

改善策の実施

管理手法の見直し
と同じく、または時
間をおいて改善策
を実施

生態系配慮施設が十分
に機能していない

生態系配慮施設が
十分に機能

生
態
系
の
水
準 

 

かつての生態系

の水準（推定） 

様
々
な
要
因
に
よ
る

生
態
系
へ
の
悪
影
響 

 

工事期間 維持管理期間 

事業実施期間 

生態系の水準の

回復（想定） 

 

環境配慮対策がなされなかった場合 

時間 

環境配慮対策の実施 

・魚巣ブロック設置 

・汚水処理等 

生態系の水準の

回復（実際） 

 
順応的管理（施設の改善等） 

(例)魚巣ブロックを設置し

たが、穴が大きすぎるこ

とが判明したため、石を

詰めて隠れ場所を確保 
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2. 留意事項 

順応的管理には、農業農村工学と生態系に関する専門的な知識が必要であり、維持管理組織だけで

実施することが困難であるため、専門的知識を有する者の知見を活用して実施することが重要である。 

ハード整備については、事業完了後の対応が困難な場合があるため、順応的管理を念頭においた施

設の整備を検討する必要がある。また、資材に木材、石材などの自然素材を用いることは、施設整備

後の環境配慮対策の改善等の順応的管理を行いやすい整備方法である。 

冬期湛水水田（ふゆみずたんぼ）や水路魚道は、ネットワークの修復技術であるが、外来種の侵入・

定着や越冬場として利用している鳥類の糞による水質悪化に留意する必要がある。 

 

3．モニタリング結果等の活用 

モニタリング結果や順応的管理の結果を含む環境配慮対策の方法及び成果に関する情報を整理・取

りまとめることにより、後年度に実施する対策や近隣で行う対策における計画・設計へ反映し、地域

全体の環境配慮対策のレベルアップに寄与することが重要である。 
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【参考事例】 

［水生植物の生育環境と通水能力のバランスを考慮した順応的管理の事例］ 

（大和紀伊平野地区(和歌山県紀の川市)） 

1.概要 

  大和紀伊平野地区において、希少な水生植物であるリュウノヒゲモ（環境省のレッドリスト「準絶滅危惧」、

和歌山県レッドデータブック「絶滅危惧ⅠB類」に指定）が生育する水路において実施された生育環境保全の

ための環境配慮対策について、水生植物の生育状況を踏まえ、環境配慮施設を改善し、水生植物の生育環境

の保全と通水能力の確保の両立を図った。 

 

2.順応的管理の内容 

【環境配慮対策実施（整備）前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境配慮対策実施（整備）後】 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

【順応的管理による見直し（環境配慮対策の改善）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・整備予定の水路に希少な水生植物であるリュ

ウノヒゲモの生育を確認 

⇒水路のコンクリート化により、現況の土砂

が堆積した底質が改変され、生育環境が喪失

する可能性が想定 

リュウノヒゲモ 

事業実施前の水路 

・リュウノヒゲモの生育環境を保全するため、環

境配慮対策工として水路底版に保全層を施工 

⇒一部でリュウノヒゲモの過繁茂がみられ、通

水障害の発生が懸念 

 

環境配慮対策実施後の水路 

 
・水路の一部に保全層を施工しない区域を設 

けることで、通水能力を確保しつつ、リュウ 

ノヒゲモの生育環境の保全に配慮 

 

水路断面 

環境配慮対改善後の水路 

（環境配慮対策の改善による順応的管理） 



 - 129 - 

【参考事例】 

[水路魚道を追加設置したことによる生態系ネットワークの創造] 

（西鬼怒川地区（栃木県宇都宮市）） 

1.概要 

  西鬼怒川地区の水田地帯を流れる谷川では、かつて自家消費されるほどナマズが生息していたが、1996年には、

その生息が確認されない状況となっていた。このため、ほ場整備と併行して自然環境保全を目的とした県営自然

環境整備事業が1997年から実施され、各種の環境配慮対策が実施された結果、魚類相は徐々に回復し、ナマズの

存在も確認されるようになり、河川と接続される小排水路において局所的に生息密度が高い状況が確認された。

生息場所となる小排水路には、移動障害となる落差工が存在しており、通常時は遡上経路が確保されておらず、

降雨による水量の増加により、移動障害が一時的に解消された際に、上流部まで遡上し、産卵行動をとっている

と考えられた。 

 このため、移動障害となっている落差の解消を目的に順応的管理として水路魚道（ポリエチレン製コルゲート

管）を設置した。 

 

2.順応的管理の内容 

【環境配慮対策実施地点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【順応的管理による見直し（追加の環境配慮対策を実施）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷川との接続部はフューム管

によって落差なく接続 

ベンチフリューム構造 

落差工 

局所的に生息密度が高い地点 

・小排水路内の落差工に水路魚道（ポリエ

チレン製コルゲート管）を設置し、移動

障害を解消 

⇒小排水路内において ナマズの卵が確

認されるとともに、遡上確認調査におい

て、遡上した成魚のうち 95％が魚道を

利用していることを確認 

 

ナマズの生息密度が高いことが確認された地点 

移動障害解消のため、追加整備された水路魚道 
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【参考事例】 

[段階的な施工によるビオトープの造成] 

（嘉例川地区（三重県桑名市）） 

1.概要 

  嘉例川地区では、ほ場整備予定区域において実施されたモニタリング調査により、休耕田（湿田）の一部にお

いて、希少な水生昆虫であるヒメタイコウチ注1）（桑名市指定天然記念物）の生息が確認され、ほ場整備により

生息環境の消失が懸念されたため、移殖先として生息・繁殖場所となるビオトープの整備を行った。 

このビオトープの整備に当たって、段階的な施工手順を踏むことで、生じた課題を解決し生息環境の形成を図

った。 

  

2.順応的管理の内容 

【施工段階の検討・評価で明らかとなった課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【順応的管理による見直し（課題に対する対策を実施し、ビオトープを施工）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1) ヒメタイコウチ 

平成26年度 三重県レッドデータブック2014「絶滅危惧ⅠA類」（CR））、桑名市指定天然記念物 

 

 

・湿地環境を形成するため、ビオトープ予定地

の基盤面の切り下げを行った上で、ビオトー

プの施工を行ったところ、ヒメタイコウチの

生息環境に適した浅い湿地がモザイク状に形

成され、ヒメタイコウチの移殖が可能となっ

た。                  

⇒ 造成後のモニタリング調査では、ビオト

ープ内でヒメタイコウチの幼虫、新成虫が多

数確認されており、ほ場整備による生息環境

の喪失に対する代償措置として効果を発揮し

ている。 

現況表土埋め戻しまでを実施 

地盤面の切り下げ後に施工されたビオトープ 

・ビオトープの施工前に、現況表土の埋め戻しまでを行い、湿地環境の形成が可能か確認したと

ころ、ビオトープ予定地の土壌表面が乾燥し、湿地状態の確保が難しいことが明らかとなった。 

・工事後の状況を検討・評価した結果、確

認された課題 

⇒ 設計段階における地下水位の変動

に関する検討が十分ではなかったた

め、地下水位の低下によって土壌が乾

燥となることが明らかとなり、基盤面

の切り下げによる対応を検討 
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【参考事例】 

[魚道形式の変更による魚類の遡上経路の確保] 

（西久保地区(神奈川県茅ヶ崎市)） 

1.概要 

  西久保地区では、排水路内に存在する落差工により、魚類の移動経路が分断されていたため、遡上する魚類の

移動経路の確保し、河川と田んぼの魚の往来を復活させることを目的に水路魚道の整備が行われた。 

この水路魚道の整備では、当初、千鳥X型魚道を整備したが、設置後のモニタリング調査により比較的体高の

高い魚類が遡上できていないことが明らかとなったため、専門家から指導の下、地域住民の直営施工により、片

斜面粗石付魚道に改良を行い、魚類の移動経路の確保を図った。 

 

2.順応的管理の内容 

【当初整備された魚道（千鳥Ｘ型魚道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【順応的管理による見直し（片斜式粗石付魚道への改良）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・専門家からの意見により、大型の魚類の遡上を考慮し、多様な流速・水深が確保できる片斜式粗石

付魚道へ改良                                      

⇒ 片斜式粗石付魚道への改良後に実施したモニタリング調査では、ナマズ、コイ等の大型魚の遡

上が確認されており、魚道の効果が発揮魚類の移動経路が確保されている。 

ナマズやコイの遡上を確認 

・当初、落差工部に千鳥 X型魚道を整備したところ、設置直後の目視によるモニタリング調査によ

り、魚道部まで遡上してきたフナ類が遡上に失敗している状況が確認され、その後の定置網を用

いたモニタリング調査においても遡上できていない状況が明らかとなった。 

当初整備された千鳥 X型魚道 遡上できなか

った魚類 

改良された魚道（片斜式粗石付魚道） 

・千鳥X型魚道設置後の状況を検討・評価

した結果、確認された課題 

⇒ 事前調査の不足により、設計段階

における魚道内の流速の予測が適切で

なかったため、魚類の遊泳能力に適し

た魚道内の流速が確保されていないこ

とが明らかとなったため、魚道形式の

変更を検討 
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6.3 維持管理、モニタリング体制 

6.3.1  維持管理、モニタリング体制の整備 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

1.  多様な主体が参画した維持管理体制の整備 

環境との調和に配慮した農地・農業水利施設等の地域環境の保全・形成に関する効果は地域全体

に及ぶとともに、通常の場合と比較して維持管理作業が増加する場合が多いため、農家や土地改良

区等を中心に地域住民とともに行政、大学、試験場、学校、各種団体などが協力して維持管理作業

を行うことが望ましい。注１） 

このような体制づくりを進めるためには、事業実施の早い段階から各主体が環境配慮に関する調

査や計画づくりに関与することが重要である。 

また、環境配慮施設の維持管理やモニタリングの機会を地域のイベントとして企画することで維

持管理の負担感を軽減することが有効である。 

さらに、地域住民から環境配慮施設整備のアイデアを公募したり、イベントの結果を看板の設置

等によるＰＲや地域の広報誌に掲載するなど、関心喚起に向けたＰＲ活動も有効な手段である。 

これらの取組を通じて、維持管理を主体的に担うリーダーを育成していくことも重要である。 

 

2. 事業主体から維持管理主体への引継 

事業主体は、環境配慮対策を行った施設等の完成図（出来形図面）、施工写真、モニタリング結果

等の資料を環境配慮対策に関する継続的なモニタリング調査や環境配慮施設の維持管理を行うため

に維持管理主体へ引き継ぐ必要がある。 

そのため、実際の維持管理作業やモニタリングを実践する研修会を開催して具体的に引き継ぐこと

も効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

  注1） 環境配慮施設の維持管理状況に関するアンケート調査（242事例）の結果によると、地域住民等を含めた維持    

管理体制が確立されている場合（91事例）、「維持管理が適切に行われている。」と回答した割合が41％であるのに対

して、地域住民等を含めた維持管理体制が十分でない場合（151事例）では23％となっている。 

また、地域住民等を含めた維持管理体制が確立されている場合、「維持管理に課題がある。」と回答した割合が8％

であるのに対して、地域住民等を含めた維持管理体制が十分でない場合では21％となっており、地域住民を含めた維

持管理体制の確立により、維持管理が適切に行われている傾向が見られた。 

     出典：「生態系配慮施設の維持管理手法・体制確立検討調査（H24～26）」、農林水産省農村振興局農村政策部農村 

環境課 

維持管理及びモニタリングの実施は、環境との調和に配慮した農地・農業水利施設等の整

備の効果を高めるため、地域住民をはじめとした多様な主体が協力して進めていくことが望

まれる。このような体制を事業の早い段階から整備し、地域の維持管理へと発展させていく

ことが重要である。 
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【参考事例】      

[ＮＰＯ法人が主体となった維持管理体制の例] 

     （西鬼怒川地区（栃木県宇都宮市）） 

 

西鬼怒川地区では、県営ほ場整備事業の実施に当たり、土地改良区、地元自治会、ボランティアグル

ープなどの既存の団体により「西鬼怒の川に親しむ会」を設立し、事業実施中の動植物の移動や環境配

慮施設の維持管理活動を行ってきたが、事業完了を契機に発展的に解消し、「NPO法人グラウンドワーク

西鬼怒」を設立した。 

  その後は、「NPO法人グラウンドワーク西鬼怒」が中心となり、環境配慮施設として整備されたドジョ

ウ水路や環境配慮型護岸（井桁護岸、フトンかご護岸、空石積護岸、観察デッキ等）の維持管理や河川

の清掃活動などを地域と協働で実施している。また、グラウンドワーク活動の一環として、地域外の一

般市民等が参加するクリーン作戦や田んぼの学校、環境フォーラムなどの環境教育などにも取り組んで

いる。 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

NPO法人 
グラウンドワーク西

鬼怒 

・維持管理活動 
  谷川クリーン作戦 

環境配慮施設の維持管理、 
草刈り 

・環境教育 
自然環境フォーラム 
田んぼの学校 

ボランティア 

土地改良区 農家 地域資源の質的向上を図る活動組織 

大学生、高校生、小学生 

維持管理体制図 

維持管理活動 

（環境配慮施設周辺の草刈り） 

環境教育 

（自然観察会） 

活動内容 
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【参考事例】 

[土地改良区が中心となって維持管理体制を整備した例] 

（嘉例川地区（三重県桑名市）） 

 

 嘉例川地区では、県営ほ場整備事業に併せて実施した環境調査において「ホトケドジョウ」、「ヒメタイ

コウチ」の生息が確認されたため、土地改良区が主体となって「ヒメタイコウチ・ホトケドジョウ保存会」

を設立し、ビオトープや移殖池を設置するとともに、その維持管理を実施した。 

  

事業完了後における維持管理については、「ヒメタイコウチ・ホトケドジョウ保存会」、「営農組合」及び

「嘉例川ふるさと活動隊」（地域資源の質的向上を図る活動組織）による維持管理体制を構築した。 

また、完了後の維持管理については、専門家の指導助言を受けて保全対象生物の生活史に基づく草刈り

の時期や回数、作業における注意事項を記載した維持管理マニュアルを作成して維持管理団体に引き継い

でいる。 

（維持管理マニュアル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




